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2022-9-2 成年後見制度利用促進専門家会議 第１回地域連携ネットワークワーキング・

グループ 

 

○上山主査 それでは、定刻となりましたので、ただいまから成年後見制度利用促進専門

家会議第１回「地域連携ネットワークワーキング・グループ」を開催します。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠に

ありがとうございます。このワーキング・グループの主査を担当します、上山です。 

 本日は、ウェブ会議システムを活用しての実施としております。また、傍聴席は設けず、

動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形としております。 

 まず、本日の委員の皆様の出席状況について、事務局から御報告をお願いします。 

○松﨑成年後見制度利用促進室長 事務局です。本日の出席状況を報告いたします。 

 画面を共有しました参考１で、御覧のとおりの出席状況となっております。 

 なお、星野委員につきましては、先ほど御連絡がありまして、本日、欠席ということで

ありました。 

 以上、報告いたしました。 

○上山主査 ありがとうございます。それでは、議事に移ります。 

 本日は、３件の報告と質疑応答をして、その後に、全体を通しての意見交換を行います。 

 初めに、私が用意した資料１の検討項目について、事務局から説明をお願いいたします。

○松﨑成年後見制度利用促進室長 事務局です。それでは、説明をいたします。 

 資料１にありますとおりの検討項目となっております。内容は、論点、対応困難事案に

関することということです。これに関しまして、少し背景等を説明していきたいと思いま

す。 

 こちらは、今年度から始まりました第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要になっ

ております。 

第二期計画は、前期計画の課題への対応を進めていくものとなっております。計画自体

は、５年間の計画になっておりますけれども、このたびワーキングで取り上げる内容は、

ちょうど中間年に当たります、令和６年度に実施する中間検証、これまでの間に検討状況

を定期的に確認する必要があるものが対象ということであります。 

 先ほど申し上げましたとおり、地域連携ネットワークワーキング・グループの論点は、

対応困難事案に関することということになっております。少し関連する概要を御確認でき

ればと思います。 

 こちらにありますとおり、第二期基本計画には副題がついております。御覧いただきま

すとおり「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推

進」と、こういった形になっております。こちらは、成年後見制度を広く権利擁護支援と

いう大きな枠の中で対応するということで示されている副題になっております。 

 そして、その基本計画の考え方というものとして３つ掲げられております。 



2 

 

 １つが、地域共生社会の実現に向けて、先ほど申し上げました、権利擁護支援を推進す

るということ。 

 ２つ目は、全国どういった地域においても、制度を必要とする人が尊厳のある本人らし

い生活を継続する。そして、本人の地域社会への参加の実現を目指すということです。 

 そして、３点目です。福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要なときに司法によ

る権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていくということで整理されております。 

 次に、全体の概念を図に表したのが、こちらになっております。 

 全体といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、地域共生社会の実現を目指すと、

そういった中で成年後見制度の利用促進も、その１つとして位置づけられる。そして、権

利擁護支援ということを何度か申し上げましたけれども、様々な福祉等のネットワークの

中で、権利擁護支援の考え方を根づかせていこうということです。そして、その権利擁護

支援の概念は、こちらに記載されております。本人を中心にした支援・活動の共通基盤と

なる考え方ということで整理をしております。 

 大きく２つ、左手、右手がございますけれども、１つが意思決定支援ということで、御

本人の意思を尊重して、それを実現に向けて支援をしていくということ。そして、あと１

つが、権利侵害の回復支援ということです。例えば、虐待のように、御本人の声を上げる

のは難しい環境におられる方がいらっしゃいます。こういった方の権利侵害の回復を図っ

ていくということです。 

 以上、申し上げましたとおり、意思決定支援と権利侵害の回復支援、この２つを、本人

を中心にした支援、活動と、こういった考えの中で盛り込んでいくと。それを様々なネッ

トワークで意識を持ちながら、みんなで地域を支えていくということで、地域共生社会の

実現ということを目指していくということで整理をしているということになります。 

 こういった形で、成年後見制度、広くは権利擁護支援ということになるのですけれども、

福祉から司法まで、多くの関係者の協力によって地域の中でも、地域共生社会、こういっ

た中で、御本人の支援を図っていくということを目指していくということになります。そ

して、多くの関係者の協力が必要であるがゆえに、御本人の支援の内容にも多様なものが

あります。福祉から司法までということになります。そういった意味で、関係者の適切な

連携が重要になってくるということです。 

 そして改めて、こちら、対応困難事案ということを御覧いただいておりますけれども、

今申し上げました観点から、このワーキングでは、円滑な連携等に関して検討を進めてい

くということが、大きな狙いとなっております。 

 少し詳細も見ていきます、２番目のところです。検討事項ということで、第二期基本計

画の抜粋を記載しております。国及び専門職団体は、このような、具体的には中核機関が

関係者と認識を共有できない事案に関して、市町村、中核機関が関係機関、関係団体と連

携しながら対応できるようにするための方策を検討すると、こういったことで記載をされ

ております。 
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 そして、今回の検討項目ということになりますけれども、こういった多様な主体のうち、

今回は、中核機関や市町村に寄せられる後見人等に関する対応困難な相談の内容及びその

対応についてということを検討するということになっております。 

 全体を俯瞰するために、こちらのほうに検討スケジュールを示しております。令和４年

度、今年度です。第１回は、先ほど申し上げましたとおり、中核機関や市町村に寄せられ

るものに対する対応ということです。翌月、第２回ワーキング・グループ、10月ですけれ

ども、こちらでは、専門職団体、そして家庭裁判所に寄せられる後見人等に関する対応困

難な内容について検討すると。その上で、これらの関係機関間の連携をどうやって進めて

いったらいいのかということを御議論いただくという流れになっております。そして、年

を明けまして１月になります。第３回ワーキング・グループでありますけれども、そこで

後見人等に関する、相談に関する中核機関、市町村、専門職団体、家庭裁判所の役割及び、

これに応じた対応フロー等の整理について御議論いただくということになっています。 

 そういったものを受けつつ、来年度改めて検討し、令和６年度からは、最初に申し上げ

ましたように、中間検証に入っていくと、こういった流れになってくるということであり

ます。 

 私からの説明は、以上になります。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 それでは、議題１「有識者等による報告」に入ります。 

 まず、山口県和木町の岩下さんから、お願いいたします。 

○岩下氏 山口県にあります和木町地域包括支援センターの岩下と申します。画面を共有

いたします。 

 和木町地域包括支援センターの岩下めぐみと申します。今日は、和木町における中核機

関の後見人支援について、事例を通して御紹介させていただきます。事例については、個

人情報保護の観点から、内容を一部変更の上、詳細は控えさせていただきます。 

 和木町は、山口県と広島県の県境にある広さ10.58平方キロメートルの小さな町です。面

積の半分は山林、平地のほとんどは宅地化され、海に面した土地にはコンビナートが広が

ります。町内にはバラのきれいな蜂ヶ峯公園があり、町民のウォーキングコースになって

います。令和４年４月１日現在の人口は6,041人、高齢化率は28.8％です。 

地域包括支援センターは、町の直営で１か所あり、保健師１名、社会福祉士３名で運営

しています。このうち、常勤の社会福祉士２名が、ほかの業務と兼務しながら権利擁護相

談を担当しています。 

 和木町の中核機関の体制です。和木町は、令和２年５月に中核機関として、成年後見支

援センターを地域包括支援センターに設置しました。イメージ図にあるように、今まで地

域包括支援センターが取り組んでいた権利擁護事業を成年後見支援センターと名づけ、業

務を明確化し、成年後見制度の利用を促進しています。 

 地域包括支援センターから成年後見支援センターの業務の流れと、チームと協議体の構
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成です。 

 ア、権利擁護の身近な相談窓口である地域包括支援センターが、権利擁護支援を必要と

する人を地域で発見します。 

 イ、地域包括支援センターは、本人を中心とするチームを形成し、権利擁護支援に当た

ります。チームの構成員は、ケースごとに柔軟に連携します。 

 ウ、成年後見支援センターが、弁護士、司法書士、社会福祉士、関係機関と連携、協力

する協議会を開催し、チームを含めた協議の場を運営します。協議会がチームを支援し、

①成年後見制度利用促進、②受任調整会議、③後見人支援と進みます。 

 エ、チーム支援から積み上がってきた課題は、町にある既存の会議で協議し、再び協議

会にフィードバックします。新たな組織を作るのではなく、既存の仕組みに協議会を組み

込む形になっています。 

 事例を通して支援の流れを説明します。 

本人は80歳代女性、夫、息子、孫の４人世帯のケースです。重度の認知症の本人を支え

るキーパーソンとして、これまで夫が支えてきましたが、交通事故で寝たきりになりまし

た。また、息子による本人への経済的虐待も懸念、このため、無職の孫を新たなキーパー

ソンとして、状況に合わせたチームを構成しながら、弁護士、司法書士、社会福祉士が参

画する協議会によりチームを支援したケースです。 

 令和３年度は、協議会を３回開催し、①成年後見制度利用促進、②受任調整会議、③後

見人支援と進みました。 

 １回目の協議会では、状況を整理し、祖父母の成年後見制度利用の必要性について協議

しました。専門職から今後の見通しと制度利用のメリットを伝えることで、制度利用を前

向きに捉えることができました。 

 ２回目の協議会では、申立人、後見人候補者について、具体的に協議しました。申立費

用の負担を孫が心配していましたが、申し立てるメリットが大きいことを確認し、孫が申

立人となって、祖父母の成年後見を申し立てることが決まりました。また、家族の問題が

複雑なため、後見人候補者は家裁に一任するとして申し立てることとしました。成年後見

支援センターが、書類作成の支援や関係機関との連絡調整を担い、申立てに向けて進んで

いましたが、祖父の診断書が届くまでに２か月かかってしまい、申立てまでにかなりの時

間がかかってしまいました。 

 このケースは、家庭裁判所と成年後見支援センターが情報共有することで、困難な状況

にありながら解決の糸口を見つけることができたケースでもあります。 

申立て後に、家裁から本人の状態を確認する電話がセンターにあり、診断書と現状は乖

離していることを相談できました。また、祖父が転院先で危篤状態となってしまったこと

を家裁に相談すると、審判保留とし、状態が落ち着いてから転院先で診断書を再作成し、

審判へ進めることと提案いただきました。祖母の後見人は、財産管理や身上保護のために、

社会福祉士に決定し、抗告期間を待っていたところ、祖父と息子が急死し、状況が一遍し
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てしまいました。再び家裁に状況を相談し、祖父の審判取下げについて助言いただきまし

た。また、孫は、祖父の生命保険受取の手続を進める中で、後見人との連絡が必要になっ

たときには、家裁が後見人と調整し、抗告期間中から後見人と連絡できるようになりまし

た。このように、刻々と変化する状況を家裁に相談しながら、後見人の交代はせず、協議

会を活用して相続について協議することとしました。 

 ３回目の協議会では、後見人支援として、弁護士、司法書士から相続についての助言、

社会福祉士から身上保護の助言をいただき、孫と祖母が安心して暮らすための支援の見通

しを立てることができました。 

 この事例では、成年後見支援センターが、ケースの課題整理、被後見人等との関係づく

り、関係機関との連携を支援しました。具体的には、後見人への情報提供、初回面接時の

センター職員の同席や関係機関への引き継ぎの支援です。成年後見支援センターだけでは

対応が困難な家族支援や相続については、弁護士、司法書士、社会福祉士が委員となる協

議会で協議しました。協議会では、生活費の確保、相続放棄、相続整理について助言をい

ただき、後見人から具体的に何をどう進めていくかの見通しが立ったとの言葉をいただき

ました。このように成年後見支援センターが中心となり、家庭裁判所との連携や協議会で

協議を重ねることで、金銭の確保や介護サービスの組立て等の支援の方向性を示すことが

できました。このケースは、法律や福祉の専門職の助言があったからこそ、解決できまし

た。今では相続が無事に終わり、本人は施設入所、孫は再就職に向けて進んでいます。 

 中核機関を設置したことで、本人や後見人等の状況の変化など、必要に応じて家庭裁判

所と情報を共有し、後見人等による活動が本人の意思を尊重し、その心情に配慮して行わ

れるよう、後見人等を支援することができました。 

 和木町は、チームに連携が必要なメンバーが柔軟に加わることができます。地域包括支

援センターが培った関係を強みに、チームと協議会を運営しています。今回のケースでは、

中核機関の成年後見支援センターが中心となって支援の輪をつなぐことで、専門的な支援

が可能になったと思います。形にこだわらない仲間づくりが大切だと感じています。これ

からも、それぞれの強みを大切に支援の輪を広げていこうと思います。 

 以上で、和木町の発表を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○上山主査 岩下さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御報告に御質問がある場合、Zoomの手を挙げる機能で挙手をお願

いいたします。 

 御質問のある方、どうぞ。幸い今のところ、時間が潤沢にありますので、お気軽に御質

問等をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○青木委員 すみません、お時間があるということなので、発表ありがとうございました。 

 今日の御発表の協議会の役割は、個別ケースの支援に向けての協議会の役割だったと思

いますが、こういうことを通じて、協議会で和木町の地域課題と、抽象的にというか、事

例を離れて協議をするような、そういう場というのもあるのでしょうか、教えていただけ
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ればと思います。 

○岩下氏 和木町のほうで、地域課題について協議会で協議するというのは、まだ実施で

きていないのですけれども、そして、人口も少なくて、まずは、権利擁護の相談自体がと

ても少ないので、まずは、こういった機関が立ち上がりました、お気軽に相談してほしい

ということの周知から、今、ぽつぽつ進めているところです。 

 広報で周知させてもらって、幾つか相談が増えているような状況なので、その中で積み

上げたものを、また協議できればと思っています。 

○青木委員 ありがとうございます。 

○上山主査 ありがとうございました。 

 ほかに御質問、ございますでしょうか。中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 どうもありがとうございました。 

 行政の地域包括支援センターが直営で成年後見支援センターを行うことで、これまでの

強みやネットワークを生かした協議体の取り組みがなされていると聞かさせていただきま

した。社協の立場としては、日常生活自立支援事業は権利擁護の１つですけれども、それ

を進めている社協の存在というのは、どういうふうになっているのか、お教えいただけれ

ばありがたいと思います。 

○岩下氏 和木町にも社会福祉協議会がございます。地域福祉権利擁護事業も担当いただ

いているのですけれども、やはり権利擁護ということの周知が不十分なので、今、権利擁

護の利用者もゼロ人という状況になっています。ですので、まずは、関係者のほうでしっ

かり成年後見制度についても勉強するとか、権利擁護について周知するというところを深

めていっている状況です。 

 チームについては、この方についても、社会福祉協議会の方に参画をいただいて、協議

はして参っています。ですので、１つずつ積み重ねて大きく育てていければと思っており

ます。 

○中村委員 どうもありがとうございました。 

○上山主査 ありがとうございました。 

 ほかに御質問、ございますでしょうか。西川委員、お願いいたします。 

○西川委員 御報告ありがとうございました。 

 家庭裁判所と成年後見支援センターとの連携という話が出てきました。今日の御報告で

すと、個別の事案が生じて申立てがあって、そこで家庭裁判所と連携したということだと

お聞きしたのですけれども、それ以前に、具体的な事案を前提とせずに、家庭裁判所と協

議をする場があったのか、あるいは、家庭裁判所とこういったいい連携ができたことによ

って、何か変わったことがあるのか。恐らく、これまでは家庭裁判所と、あまり連携がな

かったのではないかと思うのですが、その辺りの変化についても、教えていただければと

思います。 

○岩下氏 和木町が中核機関を立ち上げたのが、２年の５月なのですが、その前の年から、
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まずは山口県の家庭裁判所のほうから、和木町のほうに中核機関を整える方法について、

幾つか助言もいただいて、中核機関を立ち上げる前段階の協議会でも、全て家庭裁判所の

方に入っていただいて助言を受けて立ち上がったという背景があります。個別事例につい

ては、このパイプを生かして、地域の家庭裁判所とつながりやすい関係が持てているのか

なと思っています。 

 今後については、何か大きく協議することがあれば、アドバイザーという形で入ってい

きますということは、御助言いただいております。 

○西川委員 ありがとうございます。 

○上山主査 ありがとうございました。 

 時間的に、あとお一人、お二人ぐらいは、御質問を受け付けられるかと思うのですが、

いかがでしょうか。後ほど意見交換の場でも、また、御質問等をいただくこともできます

ので、何かお気づきのことがありましたら、その際に、御発言をいただければと思います。 

 それでは、岩下さん、どうもありがとうございました。 

 次の御報告に移りたいと思います。次は、岡山県倉敷市の渡邊さんから、お願いいたし

ます。 

○渡邊氏 倉敷市の渡邊です。よろしくお願いします。 

 これから、倉敷市における後見人等の選任後の相談事案・対応等について発表します。 

 まず、倉敷市の支援体制について少し御説明をします。詳しい体制につきましては、ス

ライドの最後のページに参考として掲載しておりますので、御覧ください。 

 本市は、令和４年３月に直営と一部委託の形で、中核機関を立ち上げています。本市の

特徴として、高齢者支援センターが市内に25か所と、３つのサブセンターを持ち、おおむ

ね中学校区に設置していること。また、障害者支援センターを市内に６か所、障害者の虐

待対応をする基幹相談支援センターを持っていることから、これらの支援機関と行政の担

当部署が連携し、高齢者・障害者の生活相談支援や虐待対応を行う中で、成年後見制度の

利用促進を進めていくという点です。よって、後見人選任後の相談対応については、中核

機関の立ち上げ前から行っておりましたので、今回御報告する事例につきましては、昨年

度以前から対応した内容も含んでおります。 

 P2のスライドでは、後見人等の選任後の相談事案について、大きく４点に分類できると

思っており、こちらに書いております。 

 １つ目は、本人からの相談です。多くは、本人に関わる福祉の支援者が、本人から聞き

取る言葉や言葉の内容から読み取ったものが上がってきます。こちらは、調査を進めてい

くと、後見人の支援の仕方に課題がある場合もありますし、例えば、金銭管理に関しては、

本人がしたいことと収入がマッチングしていないために出てくる場合もあります。 

 ２つ目は、家族からの相談です。１つ目のポツは、こういった相談が来た場合は、本人

が利用している福祉の支援者に状況を確認します。事情を聞ける方であれば、後見人にも

連絡を取って事情を聞きます。２つ目のポツは、家庭裁判所に言うと、やめろと言われる
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と嫌だし、どこに言えばいいのか分からないということで、市役所のほうに来られました。 

 ３つ目は、本人の福祉の支援者から、主に支援者の目線での相談です。本人の面会に来

ない。すぐに対応してくれないという内容のものが多くなります。こういった相談は、ケ

アマネジャーさんや相談支援員の方、施設の方からいただくことが多い相談です。支援者

からすると、後見人さんによって支援者と連携を取って進める人、取らないで進める人と

いろいろおられるので、何が後見人の仕事か分からないと思うところが多いようです。こ

ういったケースの解消として、支援者への研修を積極的に行うことで、支援者から疑問と

して上がり、こちらにもそれに応えることで、後見制度への理解につながっていくことが

多くなっています。 

 ４つ目は、本人の後見人から、後見人の方自身が支援をする上で困っているという相談

です。これは、直接市に言われる場合もありますが、福祉の支援者がチームで支援会議を

行う中で上がってくる場合が多くあります。 

 今、お話した相談事案について、対応する一連の流れを図にしたものが、P3の図になり

ます。 

 相談が上がると、まず、事実確認を行います。事実確認の下に、バツがついた矢印を書

いていますが、こちらは、チーム支援がうまくいっている場合には、後見人も含めて、対

応協議、情報共有に進みますが、後見人が福祉関係者とうまくチームが作れていないこと

で、課題が生じている場合や、後見人がそもそも連携に協力をしてくれない場合には、市

では後見人がどういった支援をしているのか、周りの支援者からの情報でしか分からない

ので、事実確認や対応協議、情報共有に進めないこともあります。専門職団体に属してい

ない後見人の場合は、特に情報が得られないことがあります。しかし、現状は、チーム支

援がうまくいっていない場合も含めて、ひとまず集められる情報と、集まれる支援者でケ

ース会議を行っています。 

 本市では、会議の仕方は３つあります。 

 １つ目は、個別会議としてのミニ地域ケア会議。 

 ２つ目は、市全体で行うネットワーク会議です。このネットワーク会議では、専門職団

体から派遣いただいているアドバイザーの先生からアドバイスをいただき、方針を決める

際の参考にします。 

 もう一つが、個別会議にアドバイザーの先生に直接来ていただく場合です。こちらは、

緊急で急ぐ場合や、特定の専門職のアドバイスが必要な場合、また、市全体の会議では話

しにくい場合に行います。そして、対応協議で方針を決めて支援をします。 

 支援の内容は、市の福祉で解決できる場合、市だけでは解決できない場合、その他の相

談窓口での支援につなぐ場合の３つに分けられます。 

 市の福祉で解決できる場合は、主に助言、指導、ケアプランの見直し、経過観察をし、

次に集まるタイミングを決めるなどを行います。 

 市だけでは解決できない場合は、家庭裁判所や専門職団体に報告します。案件によって
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は、対応協議の段階で専門職団体に入っていただける場合もあります。市だけでは解決で

きない場合には、家庭裁判所による判断が間に入るケースもありますので、その判断を待

って、次の支援体制を協議する場合もあります。 

実際は、②の事実確認と、③の対応協議・情報共有、④の支援実施を行ったり来たりし

ながら、相談対応が終結するよう支援します。 

 終結判断後は、チームでの通常支援に戻りますが、また相談が入れば、事実確認から入

っていくという流れになります。 

P４からは、具体的に市町村・中核機関だけで対応できているもの、市町村・中核機関

だけで対応困難であったが、連携して解決できたもの、対応困難が解決できず、継続して

いるものの、３つの事例について事例を共有します。 

 まず、市町村・中核機関だけで対応できている事例です。 

 相談対象者は40代女性で、療育手帳のＢを持っています。筋ジストロフィーで障害基礎

年金の２級を所持していて、補助人は司法書士の方がついています。補助人から支援者に

相談がありました。 

事実確認の内容です。本人の金銭管理が不十分で、補助人が金銭管理を行っており、本

人の生活費についても、補助人が２週間に１回程度、本人宅に持っていっています。平成

30年７月豪雨で自宅が全壊し、倉敷市内のアパートに移住して生活をしています。義援金

の配分や支援金で270万円余りを受け取っています。友人Ａと旅行に行くのに20万ほしいか

らお金をくださいなど、金銭要求の額が大きいけれども、旅行には行っていないという可

能性もあり、友人Ａが搾取している可能性があります。ここ最近は、何度か「お金が取ら

れたので、お金がほしい。」と訴えもあり、「知り合いが勝手に自分の部屋を開けて入っ

てきて取っていった。自分が寝ている間に取っていった。」などと言われるのですが、脈

絡がなく、補助人がお金を持って行く日には、その友人Ａがいることが多い。友人Ａにつ

いては、信頼している様子ですが、逆らうと怖いとの訴えを支援者に話をしたこともあり

ます。こうしたことが重なり、本人の預貯金が少なくなってきていました。 

 対応協議と情報共有につきましては、支援者のケース会議、そして、弁護士、司法書士、

社会福祉士のアドバイザーが入るネットワーク会議の二段階で検討しました。 

 支援実施の内容は、介護福祉関係者などと連携して対応しました。本人と友人Ａさん、

支援者、補助人が全員集まって、本人の現在のお金と自由に使えるお金について話をしま

した。話をした際は、本人も友人Ａも納得したのですが、時間が経つと忘れてしまい、再々

お金の要求がありますが、ここまでしか使えないという話をしましたねということを、何

度も補助人と支援者と話をして説得しながら対応しています。こちらのケースは、２年前

からの対応ケースなのですが、最近でも状況としては変わらないということで聞いており

ます。 

 次に、P5で、市町村・中核機関だけで対応困難であったが、連携して解決できた事例に

ついて共有します。相談対象者は60代の女性、知的障害のＡ重とＢ型作業所に通所中、生
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活保護で障害年金の２級を受給しています。後見人として、一緒に住んでいるお兄さんが

身上保護、金銭管理を司法書士の専門職がつく複数後見で行っていました。本人の支援者

から相談がありました。 

事実確認の内容です。本人がエアコンのない部屋で水分も取れず、熱中症になりかけて

いる。家でお風呂も入っておらず、ボロボロの服を着て過ごしており、作業所で保清を特

別にしている状態でした。お兄さんからお弁当代も出し渋られ、必要な受診もできていま

せんでした。金銭管理を行う専門職は、本人のために使われていないことを知りながら、

お兄さんにお金を定期的に渡しているという状態でした。 

 対応協議と情報共有は支援者間のケース会議で検討しました。 

 支援実施の内容のうち、介護、福祉関係者と連携して対応した内容です。 

 まず、本人を一時ショートステイで分離をしました。そして、生活保護の担当課と一緒

に身上保護を担うお兄さんと金銭管理を担う専門職と面会し、お兄さんが本人のお金をギ

ャンブルなど、自分の遊びに使っていることを確認しました。また、専門職もそれを知っ

た上で、お兄さんにお金を渡していることを確認しました。そして、一時ショートステイ

先で御本人に面会しました。御本人さんの「家にいるより、ここがいい。お兄さんと一緒

にいなくても、誰か一緒にいてくれる人がいればいい。」、そういった内容の意思を確認

して、グループホームへの分離を行いました。 

 次に、専門職団体や家裁などと連携して対応した内容です。市は、身上保護する兄から

の経済的虐待、ネグレクトがあり、分離を行ったことを家庭裁判所に報告しました。そし

て、家庭裁判所が、お兄さんと専門職後見人を調査し、市が次の候補者を推薦し、後見人

を交代しました。 

 現在の対応ですが、グループホーム分離後には、お兄さんのほうが、本人に、居場所が

分かると、会いたいと何度も来られる可能性もありますので、兄に本人の居場所は知らせ

ないのですが、定期的に面会の場を設けています。我々と後見人、本人も、生活保護のケ

ースワーカーと一緒に食事をするというような形で、共有を図るような支援をしています。 

 次に、P6で、対応困難が解決できず、継続している事例について御報告します。 

 相談対象者は、高齢の夫婦、夫が70代で要介護５、保佐人がついています。妻が70代で

要介護２、補助人がついています。そのご夫婦と別居の長男の案件です。夫婦の保佐人、

補助人は同じ弁護士法人がついています。その弁護士法人から相談がありました。 

 事実確認をした内容です。もともと長男が金銭管理をしていましたが、夫婦の生活が回

らず、経済的虐待が疑われ、市のほうでもケース会議を行ったこともあるケースです。長

男が暴力事件で服役中に、長男の弁護士から相談があり、夫に保佐人、妻に補助人として、

法人が後見人として就任しました。長男が出所し、生活保護を受けながら、夫婦の近くに

住むようになると、夫婦への暴言、暴力が出て、無断で夫婦名義の携帯電話の契約を行お

うとするなど、経済的虐待や夫婦の介護サービス事業者に威圧的な態度をとり、サービス

が阻害される状況が出てきました。長男は、現在、夫婦の後見人の弁護士事務所に行って、
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建造物破壊を行うなどで警察に拘留・起訴されているという状態です。法人は、今後、後

見人を辞任したいと考えていますが、今後の夫婦の生活及び長男に対する支援をどうして

いくべきか検討する必要があるということが分かりました。 

 対応協議・情報共有については、支援者間のケース会議と、弁護士、司法書士、社会福

祉士のアドバイザーが参加する会議で検討しました。 

 支援実施の内容です。弁護士、福祉関係者と連携して対応した内容は、夫婦の施設入所

に向けて、本年たちとも話をしていき、長男さんが出所後に夫婦の居場所を探す際の窓口

対応は、弁護士事務所ではなく、福祉課がするという方針を出しました。 

 専門職団体と連携して対応した内容としては、後見人の交代については、弁護士法人が

家庭裁判所に相談し、辞任の申立てをしました。 

 現在の対応ですが、夫婦の施設入所については、妻の意向もあり、現在も説得しながら

調整中です。後見人の交代については、法人が家庭裁判所に提出済みで、交代を調整して

いるという段階です。 

 これまでお話ししてきた対応の現状をまとめたものが、P7の一番上になります。 

 市町村・中核機関は、福祉の支援者から被後見人の生活の維持に関する課題がある場合

には、福祉・行政の関係者で会議の場を設け、弁護士と専門職の先生方のアドバイスもい

ただきながら課題を整理し、支援方針や役割分担を決めています。市町村・中核機関が行

っているのは、後見事務の支援ではなく、例えば、受任当初と本人の状態が変化してきた

際に新たな課題が生じたり、これまでの支援が適当でなくなったりした際の再調整を行う

ものであり、いわば、本人支援やチームの再調整機能という捉えです。 

 次に、家庭裁判所への希望についてお話しします。 

 市町村・中核機関には、後見人等を指導・監督する権限はなく、後見人等に関する苦情

については、福祉側の課題をまとめ、家庭裁判所に相談するという流れになります。専門

職団体からは、専門職団体に所属していない人の指導はできないであったり、専門職によ

っては、個人への指導はできないと言われることもあり、辞任・解任にまでならないであ

ろう課題、例えば、後見人等がケース会議に来ない、訪問しないなどは、相談する窓口が

ないのが現状です。こうした辞任・解任にまでならない課題について、市町村・中核機関

からの相談を受ける窓口が必要だと感じています。 

 最後に、都道府県への希望についてお話しします。 

 都道府県単位で各市町村が行う苦情解決のプロセスを整理し、市町村・中核機関だけで

は受け止めができない苦情について、都道府県単位の苦情処理の体制についても検討をお

願いしたいということです。 

 第二期計画の中でも記載がありますが、相談対応におきましても、包括的、重層的、多

層的な支援体制で、よりよい支援ネットワークづくりをしていけたらと思っております。 

 これで倉敷市の発表を終わります。ありがとうございました。 

○上山主査 渡邊さん、どうもありがとうございました。 
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 それでは、ただいまの御報告に御質問がある場合、先ほどと同様に、Zoomの手を挙げる

機能で挙手をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。それでは、最高裁、お願いいたします。 

○向井第二課長 最高裁家庭局長代理の向井です。 

 本日は、具体的なケースの御紹介、ありがとうございました。淡々と説明していただき

ましたけれども、多分、言葉では言い尽くせないような日々の御苦労があるのだろうと思

っておりまして、非常に参考になる報告で、ありがたく思いました。 

 御質問ですけれども、７ページのスライドの家庭裁判所への希望というところについて、

幾つか質問させていただきたいのですけれども、まず、１点、前提の確認なのですが、こ

この２行目に、「福祉側の課題をまとめ、家庭裁判所に相談」となっているのですけれど

も、ここで、福祉側の課題というのは具体的に言うと、どのようなものなのでしょうか。 

○渡邊氏 今までしている事例としましては、スライドの２番目にあったような虐待の事

例があり、ケース会議を行って、福祉側では、こういった対応を行いますというような内

容が多くなります。 

○向井第二課長 それで、「市町村・中核機関からの相談を受ける窓口が必要だと感じて

いる」というところで、家庭裁判所への希望の中で出てくるのですけれども、ここは、「辞

任・解任にまでならない課題について」は、家庭裁判所にのみ窓口が必要だというような

ことなのか、こういったものを家庭裁判所にも対応してほしいというようなことなのか、

その辺りをもう少し具体的にお聞かせいただければ、ありがたく思います。 

○渡邊氏 分かりました。まず、倉敷市では、家庭裁判所の方にオブザーバー参加をして

いただく運営委員会での協議であったり、家庭裁判所の方に包括の職員や障害者の支援セ

ンターの職員に研修をしていただいているところです。 

 その中で、包括職員や障害者のセンター職員の視点では、後見人等の後見活動について

は、御本人の意向を尊重した対応をしているかであったり、チーム支援の構築ができてい

るかなど、御本人の生活を守るための身上保護の観点からを見ている点が多いのですけれ

ども、家庭裁判所の方の後見監督の説明をお聞きしていますと、本人の財産の保護や、本

人の意思を尊重した財産の活用、いわゆる財産管理についての内容が多いとの印象を受け

ています。 

 家庭裁判所への定期報告の内容については、我々も利用支援事業の報告で一部見ること

がありますけれども、身上保護の観点からの視点では、指摘がしにくい内容になっている

のかなということは予想しています。 

 第二期計画の33ページに、適切な後見事務の確保という項目がありますが、司法機関で

ある家庭裁判所では、身上保護とか意思決定支援に関する相談に対して、福祉的観点から

の助言等を行うことは難しいことを考慮し、権利擁護支援チームの支援機能と連携して、

司法機関としての立場から後見人等の相談対応や助言を行うという記載があります。この

権利擁護支援チームとの連携の仕方について、今後、協議の場があれば、市町村としては



13 

 

ありがたいと感じているところです。 

 その上で、この具体的な窓口の在り方につきましては、まず、今回、市町村・中核機関

から発表しましたが、専門職団体、家庭裁判所、それぞれの機関がどのように相談対応を

受けているのかを共有して、今できていること、できていないことを明らかにした上で、

どのような機能が必要なのかを話し合っていくべきだと思っています。 

○向井第二課長 ありがとうございます。今、お聞きしていると、何か個別具体的な事案

で、こういうことの相談に応じてほしいというようなお話というよりは、もっと広くケー

スから離れて、どういった形で連携が可能かということについての協議をしたいというよ

うな趣旨で受け止めたのですけれども、そういうことでよろしいですか。 

○渡邊氏 できれば、個別の検討会議が、積み重なった上で全体が出ていく部分もありま

すので、例えば、今回の事例のように、こういった事例の場合はどうするかというような、

ケース検討会議のようなものをしながら、仕組みを整えていくというイメージです。個別

と体制づくりと、両方していかないと、なかなか仕組みができないのではないかと考えて

います。 

○向井第二課長 ありがとうございます。すみません、私の質問の仕方が少し悪かったの

かもしれませんが、当該事件で何かこういうことをしてほしいみたいな相談ということで

はなくて、こういったケースが来た場合にはどうしたらいいかみたいな、個別のケースを

踏まえた今後の連携の在り方を検討するという、そういう趣旨なのか、当該事件の話なの

か、具体的な事件を念頭に置いた連携の在り方の協議なのか、どちらなのかなというとこ

ろだったのですが。 

○渡邊氏 協議としては、その連携の在り方です。ただ、その先を目指すときには、個別

具体的なものが解決しなければ、その体制はできていないことになりますので、今、後見

人の方が家庭裁判所に質問カードを出して答えるというような制度が、倉敷支部などもあ

ると聞いているのですが、中核機関、市町村から、報告書よりは、もう少しカジュアルな

形で御質問等をしていく、もしくは、緊急的に検討をしないといけない場合には、オブザ

ーバーとしてでもいいですけれども、ケース会議に出ていただくような、何か個別対応が

できるような体制づくりも、今後できるとありがたいなと思っています。 

○向井第二課長 承知しました。ありがとうございました。 

○上山主査 ありがとうございます。裁判所サイドからは、次回のワーキング・グループ

でも、また、関連する御報告をいただくと思いますので、その折に、さらに議論を深めて

いただければと思います。 

 それでは、まだ、もう少し時間がありますので、ほかの御質問はありますでしょうか。 

中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 報告、どうもありがとうございました。 

 これから各都道府県、自治体において中核機関の整備を進めていく中で、中核機関は、

行政直営なのか、委託なのか、また、機能を分けるのかという、いろいろなやり方はあり
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ますが、やはり、その人的なことを含めて業務の負担感というのがあって、なかなか整備

に着手できないというところもあります。特に後見人支援の部分で、仕組みだとか、関係

機関との連携等々を含めて、体制整備というのが、大きな問題になってくるのではないか

との御報告もありましたので、参考までに、倉敷市における中核機関の体制、後見人支援

に携わる方々の兼務も含めた体制についてお教えいただければと思います。 

○渡邊氏 倉敷市では、今、直営と一部委託で中核機関を運営しています。市民後見人の

養成については、社会福祉協議会に委託をしております。 

 今年度、中核機関を立ち上げたことで、障がい者の支援に強い法人に職員１名分の委託

ができましたので、面談や訪問調整については、その１名と、職員一人が動いているとい

う状態です。権利擁護に関わる職員は、本庁は３人なのですが、それぞれ皆兼務を抱えて

おります。権利擁護だけではなく、兼務で、子どもの貧困や災害支援等業務等全く違う業

務を持ちながらやっているところです。正直、本当に人が足りていません。だからこそ、

既存の業務の中で今行っている生活支援、虐待対応で動いている高齢者支援センターであ

ったり、障害者のセンター、そこを管轄する行政の担当課との連携が必須だと思います。 

 今、重層的支援体制整備に取り組み始めましたけれども、こちらも、多くの市町村は、

社会福祉協議会さんに委託をされています。けれども倉敷市では、30年豪雨がありました

ので、そちらに社会福祉協議会の正規職員が多く入り、権利擁護支援に人が割けなくなっ

てしまっている状況です。ここから、少し被災業務を縮小することで、権利擁護であった

り、重層的支援の体制に人が割けるようになっています。 

 ですので、人の確保は、非常に難しいです。ただ、倉敷市の規模では、市町村が、行政

の担当部署との連携を強化しながら行わなければいけない部分が非常に強いと思っていま

すので、中核機関を全部委託するのは難しいと感じています。 

○中村委員 どうもありがとうございます。 

○上山主査 ありがとうございました。 

 それでは、時間が来ましたので、時間が来ましたので、これで渡邊さんからの御報告は、

一旦終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 後ほど少し余裕を持って時間が取れると思いますので、倉敷市の御報告についても、ま

た、後の意見交換の中で、関連する御発言等あれば、そこで御発言をいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、最後の御報告になります。特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援

センターの住田さんから、お願いいたします。 

○住田委員 それでは、私からは、尾張東部権利擁護支援センターの紹介を省略していま

すけれども、当センターは、愛知県の東部にあります６市町が共同で設置した法人で、47

万人を対象としています。平成23年に行政が設置し、今年12年目を迎えます。 

 ここからは、当センターに持ち込まれる相談や苦情の対応を、意思決定支援の観点から、

３つに整理してみました。 
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 初めに、相談・苦情対応における３つの支援の観点ということですけれども、１つ目に

は、本人が相談・苦情を表明するということが意思決定支援の重要な行為であり、候補者

との事前マッチングまでのプロセスが重要な意味と考えています。 

 ２点目に、中核機関による広報から後見人支援までの流れの中で、チーム形成や強化に

より、相談や苦情を伝える機会の確保とともに、相談窓口が明確化されます。 

 ３点目は、後見人支援を通して、潜在的に苦情につながる問題点を把握することができ、

予防的アプローチのためのチェック機能につながると考えています。 

 ここからは、広報から後見人支援の流れの中で、尾張東部での中核機関による支援につ

いて、特に候補者調整や事前マッチングを中心に説明いたします。 

 初めに、相談につながる場面では、相談機関からの連絡により、中核機関としてのアセ

スメントを改めて本人面談を通して行い、本人の意思や状況を確認します。必要に応じて、

この専門相談を受けながら適切な支援内容の検討、判断を行っていきます。その後、成年

後見制度が必要な場合には、支援者への本人情報シートの作成支援や、保佐、補助の場合

の代理権や同意権の説明、確認のため、本人や支援者との面談を何度か重ねていきます。 

 そして、本人にとって適切な候補者イメージをチームで共有して検討します。法人後見

及び市民後見の要否については、行政や専門職で構成される協議会で検討して候補者を調

整しています。そして、専門職の場合には、課題に応じて候補者の調整を行い、その後は

申立て前の事前面談によるマッチングを行います。面談には、私どもセンターも同席をし

て、本人に説明をします。お互い了解のもと、家庭裁判所での受理面接の日程を行い、必

要に応じて受理面接にも同行しています。 

 ここで候補者調整の課題として、本人の課題に応じて候補者を調整してもほとんどの場

合、本人も家族も会ったことがない人が後見人となり、たとえ中核機関が候補者調整して

も、実際には誰が選任されるか、審判が下りてからしか分かりません。そのため、尾張東

部では、平成26年から独自の法律職名簿登録システムというものを作り、平成30年からは

申立て前の事前面談を行っています。この面談をするきっかけとなった２つの出来事があ

ります。 

 １つ目は、障害のある人に後見人等候補者の説明をしているときに、御本人が、「一番

大切なことは、誰が僕の後見人になるかということだよ」と言われ、核心を突かれたと思

いました。その方の候補者には、法人後見で調整していたため、「法人後見でいいですか」

と尋ねると、さらに、「誰が僕の担当者になるかだよ」と、どこまでも人を限定すること

が、本人にとっての最大の関心事であることを痛感しました。 

 ２つ目は、本人、親族が審判後に初めて保佐人に会ったときに、保佐人からの説明の仕

方や対応について「この人とは絶対に合わないから変えてほしい」と言われたことです。

当該保佐人や支援者とも話し合って、この先も関係性を構築するのは困難であると考え、

家庭裁判所に事情を説明し、審判直後に保佐人に辞任をしていただいたことがありました。 

 現在では、候補者の方に御協力をいただき、候補者調整と事前面談は100％の実施率とな
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っています。 

 このような取組から、スタート時点はよくても、後見人支援の経過の中では、後見人に

対する苦情や相談が中核機関には入ります。多くの場合は、ケース検討会議で話し合うこ

とで、誤解や齟齬が解消し、今後の方針を共有することで解決していきますが、本人がど

うしても納得できず、交代してほしいと主張される場合があります。そのときは、家庭裁

判所に相談しますが、以降、具体的な事例で説明させていただきます。 

 まず、分析方法ですが、令和３年度中に、後見人支援として扱ったケースの中から、特

に苦情に関する連絡者別課題の分析と、その課題を２つに分けて、解決類型とのクロス分

析を行いました。事例は、意思決定支援の課題と、連携課題に関しての要点を説明させて

いただきます。 

 初めに、この表にはありませんが後見人支援全体では実人数94人、支援回数は1107回の

うち苦情に関する相談は全体の約１５％あります。 

 どこから相談や苦情が持ち込まれるかは、御覧のとおり、本人以外の親族支援者、親族

や支援者などが約７割です。 

 法人というのは、当法人が法人後見も行っていますので、センターの法人後見のことで

す。法人後見は、いわゆる困難事案で、専門職が個人で受任することが難しいケースを受

任しており、後見人が通帳を盗んだ、後見人にビジネスパートナーをしてほしいのに、し

てくれないなど、御本人からの苦情をカウントしています。 

 これらの対応については、チームメンバーで繰り返し説明を行いますが、御本人が直接

裁判所に連絡されることもあるため、家庭裁判所とも連絡を取り合って対応していただい

ています。また、法人後見では、本人以外にも親族から財産管理や資産分割などの苦情が

持ち込まれることもあるため、苦情相談機関として第三者委員会を設置しています。 

 次に、相談や苦情の内容から意思決定支援と、親族との連携の２つの課題に整理し後見

人別のクロス集計をしています。 

 意思決定支援の課題では、本人が明確に制度利用をやめたい、後見人を交代してほしい

というものが２件あり、実際に交代していただきました。法人後見は、本人からの通帳を

返して等の内容のため支援の方法を見直してほしいという分類に該当します。 

それから、黄色の箇所は、本人が意思表明できないけれど、意思決定支援の課題にある

ものについて、後ほど説明いたします。 

 ２つ目の課題は、連携に関するもののうち、後見人が本人、支援者との連携不足による

ものと、支援者側が後見人の役割を理解していないことに起因するものが含まれます。 

 これらの課題と解決分類をクロス集計した表です。最も多いのが、家庭裁判所を含む地

域連携ネットワークで解決したものですが、解決できなかったものもあります。 

 次は、このＡ－１のタイプから順に具体的な事例で説明させていただきます。 

 まず初めに、意思決定支援の課題があり、地域連携ネットワークで解決できた事例です。 

 被補助人である御本人と、補助人との関係は、数年間は問題がなく、補助人としての事
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務もきちんと遂行されていました。しかし、お金に関する説明の際に、その説明の仕方を

含め、本人の納得が得られず、修復不可能なほど関係性が悪化し、本人から補助人交代の

希望の連絡があったため、本人、補助人、支援者と会議を行いました。原因についての説

明をしても、こじれた感情は修復することができず、補助人交代の希望に対して、補助人

も辞任について裁判所に相談する旨を御本人に伝えました。その後、専門職団体へ、中核

機関から事実関係を整理して報告し、家庭裁判所にも同様の連絡をしました。補助人が辞

任の手続を進めると同時に、中核機関では、あらたな候補者調整と事前面談を行い、交代

により本人は納得されました。 

 この事例と、マッチングとの関連では、制度利用検討から事前マッチングまでのプロセ

スにおいて、常に本人の意向を確認する機会を重ねることで、御本人がノーと言える環境

を整えてきたのではないかと考えています。 

 続いて、意思決定支援に関する課題があり、地域連携ネットワークで解決できたけれど

も困難だった事例です。 

 本人は市役所に相談に行ったところ、中核機関を紹介されて来所し、制度の利用をやめ

たい、それが無理なら保佐人を変えてほしいとの相談でした。その理由は、保佐人とはほ

とんどが会ったことがなく、自分の通帳に幾らあるか、保佐人の報酬を自分が幾ら払って

いるかも分からない。仕事や余暇のことなど、支援者を通じて相談しても納得できる回答

がなく、これからの人生を保佐人がいることで諦めなくないから、もっと相談できて、自

分のことを理解してくれる人に交代してほしいと言われました。 

 この事例の課題を真ん中に書いてありますが、中核機関で候補者調整をしていないため、

相談があっても介入しにくい、または専門職団体の名簿に登録していないため、専門職団

体が指導などの介入がしにくいということで、対応が非常に困難でした。 

 実は、このケースは２回日の相談で、１回は異なる内容の相談でしたが、そのときに中

核機関から保佐人に直接連絡をしたところ、話し合いが困難だったため、２回目は、行政、

中核機関、専門職団体、家庭裁判所との連携の中で、家庭裁判所が、本人の意向を確認し、

保佐人に連絡を取っていただき、半年後に交代することができました。 

 このような経過から、協議会では、中核機関は苦情解決機関ではないため、この課題１、

２に該当するような場合には、中核機関で対応することはせず、家庭裁判所に一任しては

どうかという見解となっています。 

 続いて、地域連携ネットワークで対応したけれども解決に至らなかったケースです。 

 本人は、身寄りがなくグループホームで暮らしていました。そのホームは、本人にとっ

て大変心地がよく、ここで暮らせて本当に幸せ、感謝しかありませんと、いつもおっしゃ

っていました。しかし、後見人は、施設から連絡があっても対応していない状況が継続し

ていました。本人が緊急入院した際にも連絡が取れず、退院時も調整ができないため、市

役所で包括や行政を交えてケース会議をしましたが、最終的には、施設は、本人には、と

ても申し訳ないが、後見人とは、これ以上、一緒に支援することができないと、戻ること
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を断られたため、本人は気に入っていたグループホームに戻ることができず、療養型の病

院に入院するという残念な結果になりました。 

 この事例を意思決定支援の課題としているのは、本人の意思を尊重する支援がなされず、

本人は戻りたかったであろうグループホームに戻れなかった。そのような後見人への苦情

を自ら訴えることができない状況のため、交代を要求することもできません。 

 この経過の中で、専門職団体にも協力要請をして、当該後見人に連絡をしてもらってい

ますが、注意、指導しかできない専門職団体には限界があり、家庭裁判所から身上配慮義

務により、支援者としっかり連携することを、指示書のような形で出していただけると、

改善につながるのではないかと思います。 

 次に、支援者、親族との連携課題に、中核機関だけで対応できた事例です。 

 被補助人の親族からの連絡は、「制度利用をやめて親である被補助人と、相談者である

親族がともに暮らすことを本人も望んでいるのに、補助人が邪魔をするので何とかしてほ

しい」という内容でした。対応として、まず、補助人に事情をお聞きした後、施設に行っ

て本人との面談により、本人の意思を確認するとともに、施設職員にも普段の様子などを

聞き取りしたところ、本人は親族との暮らしを望んでおらず、施設の暮らしを希望してい

ることが分かりました。その内容を親族に連絡する際に、補助人は、本人の意思尊重義務

があるため、本人の意思に基づいて支援していること。本人、施設職員から聞き取った情

報を、親族にお伝えして納得していただきました。 

 それから、Ｃ－２も、内容は異なりますが、同様に親族から後見人に対する苦情の対応

では、後見人が、本人の意思を確認しながら必要な事務を遂行していることを、中核機関

としても確認した上で、親族に対して、後見人の役割の理解が不十分な点については、中

核機関からしっかり説明することも重要であると考えています。 

 続いて、地域連携ネットワークで解決した事例です。 

 相談機関からの苦情の連絡で、相談者は、保佐人が提案してくれればプランを作るのに、

保佐人は、会議で決まったら契約するから教えてといって会議に参加をしないという内容

です。これは、どちらも役割の理解が不足しているため、中核機関から保佐人に連絡して

会議に参加してもらい、それぞれの役割とチーム支援の考え方、保佐人は、費用負担も含

めてチームの一員としてともに検討するというような考え方を、一緒に確認しました。 

 それから、Ｃ－２と３は、同じ後見人ですが、支援者から何度連絡をしても返事がない、

対応しない、面会に来ると言ったのに一度も来ない。利用料の支払いが、未納や遅れがち

になるなどの苦情が、何度も中核機関に入ります。専門職団体には、団体が管理する会員

の定期報告書をチェックするなど、繰り返し苦情がある後見人に対する方針検討を依頼し

ています。このような後見人も、先ほどと同様に、家裁からの何らかの指導や指示があれ

ば、有効なのかもしれません。 

 最後、２枚のスライドは、他機関や裁判所への要望です。 

 １つ目には、各専門職団体の会員の質と確保です。 
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 それから、２つ目には、会員に対する管理的な側面と同時に、孤軍奮闘になりがちな後

見人のバックアップと中核機関との連携強化をお願いしたいと思います。 

 ３つ目は、各専門職団体が要請した名簿登録者以外の者を選任した場合は、家庭裁判所

による相談・苦情の対応をお願いしたいと思います。 

 ４つ目は、都道府県などによる第三者機関の設置です。 

 最後に、相談・苦情の対応におけるメリットというものを挙げました。 

 本人にとって、よりよい支援のために中核機関が、支援者からの相談や苦情に対応する

ことで、後見人に対する過度な期待や誤解を解消したり、チームがそれぞれの役割を理解

して連携が強化されることにつながります。同時に、本人が意思を表明することによって、

単に苦情による交代だけでなく、誤解や連携不足が解消され、信頼関係が強化されること

もあります。 

 そのような本人の意思をチームで受け止めることで、意思決定支援の共通理解と実践に

つながっていくと考えています。 

 そして、地域連携ネットワークにおける後見人の活動が、支援者によるチェック機能が

働くことにより不正防止効果となり、成年後見制度自体の信頼につながっていくのではな

いかと考えます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○上山主査 住田さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御報告に御質問のある方は、Zoomの手を挙げる機能で挙手をお願

いいたします。 

 今日は珍しく時間に余裕がありますので、お気軽に御質問いただければと思いますが、

いかがでしょうか。新井委員、お願いいたします。 

○新井委員 新井です。時間もあるそうですので、あまり適切な質問ではないかもしれま

せんが、質問をさせてください。 

 まず、２番目の報告にあった倉敷の渡邊さんのほうからですけれども、この事例につい

て、本人の兄は身上監護を担当していて、法人も後見人になっていたという事例について、

どうもこれは、そもそも事前の調整がなかったように思いますし、マッチングの点でも非

常に問題があった。例えば、事前面談などをきちんとしていればよかったのではないかな

と思うのですが、そういう問題というのは、中核機関のほうでは全く取り上げられなかっ

たのは、家裁が全部決めたので、こういうことになったのでしょうかということをお聞き

した上で、それで、今度は３番目の住田さんのほうから、意思決定支援を推進することが、

結局、不正防止になるのだと、そういうお話があって、私も、それには大変共感するわけ

ですが、そうすると、住田さんの考え方を倉敷のケースに当てはめた場合に、どういうと

ころで、この意思決定支援をすれば、きちんとしたマッチングができたのかという辺りが、

１つ課題になると思うのです。 

 ですから、渡邊さんと、住田さんに、それぞれ私の今の質問の趣旨を御理解いただいた
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ら、お答え願えればありがたいのですが、いかがでしょうか。 

○上山主査 それでは、渡邊さんのほうで、もし、御回答できれば、お願いいたします。 

○渡邊氏 分かりました。このケースにつきましては、中核機関とかそういうことではな

く、もう10年以上前に、この方について、もともと家庭裁判所の判断でつけていたという

ことだったようです。高知県におられたときに、お父さんかお母さんが亡くなり、その財

産を兄弟に分けたところで、金銭の搾取が見られ司法書士の方を金銭管理ということで、

高知のほうの家庭裁判所がつけていました。 

 それで、我々が、今、対応しているケースで多いのは、中核といいますか、市のほうが

絡んで市長申し立てでつけた案件ではなく、市が絡まないまま、御本人や親族申立などで、

権利擁護支援のネットワークに入っていない先生がついた場合に、問題が起きていて、そ

れに対応するというケースが多い印象があります。 

○上山主査 ありがとうございます。今の渡邊さんのコメントを踏まえて、住田さんのほ

うで、もしコメントをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○住田委員 今、お話しされたように、そもそも調整していないケースで介入していくと

いうのは大変困難だなと思います。私が今日紹介させていただいた事例は、１つは、こち

らで調整していない事例でしたが、それ以外は、全て中核機関のほうで調整をして、それ

からマッチングというような経過を経て、支援が開始していますので、そうでないケース

というものの介入というのは大変難しいと感じています。 

 また、調整する段階で、特に法律職の先生には、名簿登録の要件として意思決定支援に

努めることや、行政、中核機関、医療、福祉関係者の支援者と連携して後見業務が行える

者という、この前提の趣旨を理解していただいた上で御登録していただいていますので、

その全体の仕組みづくりの中で、そういう考えをしっかりと専門職側も理解して、踏まえ

た上で、地域の連携ネットワークの中に参加していただき、後見業務が開始されるという

ことが、意思決定支援の観点からも、そして御本人のよりよい後見業務を行っていただく

という上でも、重要な全体の仕組みづくりとして大切なことと思います。 

○新井委員 ありがとうございました。意思決定支援ということが重要だと言われますけ

れども、意思決定支援というと、その後見制度がスタートした後に、本人の意思なり選考

をどうくみ上げるかと捉えがちなのですけれども、今日のお話を聞いて思ったのは、後見

人を選任する、その時点あるいは後見人選任前の時点で、その本人の意思決定支援、意思

決定をどういうふうにつかみ取るかということが非常に重要だということを改めて感じま

した。どうもありがとうございました。 

○上山主査 ありがとうございます。 

それでは、３件全てについて、次の意見交換のところでも関連する御発言をいただいて

結構ですので、住田さんの御報告は、これで終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○住田委員 ありがとうございました。 



21 

 

○上山主査 それでは、議題の２、意見交換に入ります。 

 本日の有識者からの御報告や質疑応答の全体を通じて、後見人等に関する相談に関し、

中核機関や市町村が担うべき役割等について意見交換をまず行った上で、今後のスケジュ

ール等についても、意見交換できればと考えております。 

 では、まず、中核機関や市町村が担うべき役割等について御意見があれば、Zoomの手を

挙げる機能で挙手をお願いします。 

 この前半のテーマでの意見交換は、25分程度を想定していますので、御発言は簡潔にお

願いできればと思います。どなたからでも結構です。では、花俣委員、よろしくお願いい

たします。 

○花俣委員 ありがとうございます。３件の御報告おのおのに、大変私にとっては学びの

多いものでした。 

 それで、そもそものところで確認なのですけれども、後見人への苦情というのは、後見

人さんが正しいことをやっていても苦情になるし、これはどうなのという業務をやってい

ても苦情になることがあると。だから何でもかんでも後見人さんが悪いとは限らないとい

うことを、昨年度のワーキング・グループで十分に確認してきたと思っています。 

 我々当事者団体としても制度を利用された方々それぞれの御意見から、十分に制度の理

解がないまま、それこそ先ほどおっしゃったように、相談体制も十分整っていない時期に、

いきなり預貯金が下ろせないから、すぐに後見を使ってくださいみたいな形で、すぐに申

立てをしてしまわれた、まさにその中核機関の役割とかあるいは地域連携ネットワークが

不十分だったがために、こういった制度の利用の判断であるとか、必要かどうかというこ

とであるとか、あるいは候補者の調整とか、それから申立て前の事例のマッチングみたい

なもの、何もないままで、いきなり制度の利用につながってしまった結果、それこそ、先

ほどの住田さんの説明の４のところにあったようなことが起きてきたと認識しています。 

 その都度、それぞれの御意見から様々な課題を提起してきたつもりです。その上で、利

用促進法の制定から第一期、第二期の基本計画が策定されて、そういった意見を反映して

いただいて、課題解決に向けた円滑な連携を行っていくための、本日のような前向きな取

組案件を通じて、私たちは、基本計画の進捗状況などが見えてくるものと理解したところ

です。 

 それでも、なおかつ残された課題があるわけで、計画の目的でもある地域共生社会の実

現あるいは全国どこにおいても必要な人が必要なときに制度が利用できるように、また、

制度がより利用する人の実情に合ったものとして、見えてきた課題とか残された課題の改

善が進められることに、もっと期待していきたいなと感じた次第です。 

 とりあえず、以上になります。 

○上山主査 ありがとうございます。青木委員、お願いいたします。 

○青木委員 青木です。今の花俣委員の御発言にも関わるかもしれませんけれども、我々

も専門職として、苦情対応とか相談対応をしていますけれども、やはり、特に弁護士の場
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合には、虐待対応で後見になるとか、あるいは親族間の紛争を通じてなるということなど

が多いものですから、どうしても御本人さんの立場から見れば、しっかりやっているとこ

ろが、虐待と言われてしまった家族さんや、親族間で自分の期待に沿わないような業務に

なると、それが苦情として表れるというのも多数あるところであります。 

 それから、先ほどもありましたように、役割を誤解して申立てをしたために、本当は、

こんなはずではなかったということが、苦情のような形で表れることもありますし、一方

では、やはり十分にそういう制度のことを御存じない人に、後見人側からしっかりとした

コミュニケーションを取っていく、説明をしていくということも必要なわけですが、それ

が不十分であったりすることもありますし、本人さんとの関係で十分な関係を作れないな

ど、いろいろな形でのことがあると思います。 

 その中には、もちろん、後見人自身の職務が十分でない、あるいは問題があるとしての

苦情もあって、いろいろなものが含まれていると思いますが、今日、住田さんの発言にも

ありましたように、そういった相談や苦情というものが、いろいろな局面で後見人の制度

を地域に定着させていったり、それぞれ関係者の皆さんが後見制度を理解するという意味

では、非常に重要なきっかけづくりにもなると思っていますので、全体を捉えて、地域の

中でどのようにそういったものを情報提供や、周知も図りつつ、一方で、本当に必要なも

のについては、的確な対応で御本人のために後見人を、しっかりとした職務をしてもらう

かと、そういう幅広い様々なチャンネルで捉えていくという観点が重要だと思いましたし、

今日の御報告を聞いていましても、そういうことを考えました。 

 それぞれ必要な役割というのが、中核機関や市町村、そして専門職団体、裁判所、それ

ぞれの役割があるようにも見えてきましたので、その辺りをさらに深めていきたいなと感

じたところです。以上でございます。 

○上山主査 ありがとうございます。では、渡邊さん、お願いいたします。 

○渡邊氏 花俣委員もお話しいただきましたが、対応困難事案の中で、苦情として入るも

のには、様々な性質があるということは、昨年度のワーキング・グループでも確認してき

たということを思っています。 

 そして、青木委員さんのほうがお話しされましたが、虐待案件というところが、市町村

に関するものとして挙げられると思います。虐待対応からの市長申立てということが、苦

情という中にも入ってくるのではないかと思っています。 

 これらの事案についてなのですが、私たち市町村としましては、老人福祉法や高齢者虐

待防止法、障害者虐待防止法に基づいて行政の責務を果たしているところです。市町村は

虐待通報を受けますと、各関係者から情報を集め、事実確認を行って、ケース検討会議を

実施して協議をしています。本人の生命や身体に関わる危険性が高く、放置しておくと重

大な結果を招くおそれが予測される場合、そして、ほかの方法では虐待の軽減が期待でき

ない場合などには、本人を保護するために、養護者等から分離する手段を検討しますが、

本人保護の必要性などの判断、分離後の本人、養護者等の支援については、専門職などと
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も連携して行っているところです。 

 本人の安全確保や、虐待通報を行った方を守る観点から、御家族であっても伝えること

ができないこともあり、そうした事情は、御家族には事前に説明していますし、説明も続

けているのですけれども、御理解いただけないということもあり、苦情につながっている

ということがあります。本人の安全確保のためには必要なことですが、市町村としては非

常に苦しい立場や状況の中で、最大限真摯に対応しているということも御理解いただいて、

今後の連携方策を検討していただければ幸いです。以上です。 

○上山主査 どうもありがとうございました。住田委員、お願いいたします。 

○住田委員 私、先ほどの報告の中で、私どもセンターでは、相談が上がってくる全ての

ケースの候補者調整や事前マッチングをして、意思決定支援の要素も含みながら取組を進

めておりますが、当センターでは今年12年目を迎えて、センター職員も現在13名います。

専門相談員は８名おり、そのような体制を、少しずつ人員を増やしながら取り組めてきた

ということがあります。 

 センター設置直後は、相談員２名でしたので、到底、候補者調整ということはできずに、

裁判所にお願いをしてきました。その中で、少しずつ御本人の声を聞きながら、候補者調

整の必要性や、事前マッチングの必要性ということを、現場の中で感じ取って、独自に行

ってきた取組と捉えていただきたい。 

 これから、中核機関を設置する広報啓発から、少しずつ大きく育てようと思っておられ

るところに、全て当てはめるような考え方や、そのような印象を与えてしまうと良くない

なと思いますし、特に家庭裁判所も中核機関への候補者調整を求める際に、少しずつ連携

しながら、それぞれの自治体に応じたやり方で進めていただくことが肝要かと思います。 

○上山主査 どうもありがとうございました。永田委員、お願いいたします。 

○永田委員 ありがとうございます。私からも２点、意見を申し上げたいと思います。 

 １点目なのですけれども、これは、委員の皆様が繰り返しおっしゃっていたとおりなの

ですけれども、やはり後見人に対する苦情の質に留意した対応のフローというのを、これ

から考えていただきたいなという感想を持ちました。 

 花俣委員もおっしゃっていましたけれども、後見人への苦情の質というのは様々である

ということは、これまでも確認してきたところですし、青木先生もおっしゃっていたよう

に、特に深刻な経済的な搾取とか、命に関わるようなネグレクトとか暴力、こういったよ

うな対応の場合にも、やはり後見人を立てて、御本人を守るということをしてきたわけで、

虐待をしてきた方々からの後見人への苦情が発生する場合がある。こういったことに十分

留意して対応のフローというのを、ぜひ考えていただきたいということが１つ目です。 

 また、これも倉敷市さんのほうから御指摘があったところですけれども、後見人等と連

絡が取れないというような事案にも、今回のように、やはり専門職が襟を正さなくてはい

けない部分は当然あるのですけれども、一方で、虐待対応の事案等で、そういったことが

なかなか難しかったりとか、それから御本人の安心とか安全の確保のために、具体的な説
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明ができないような場合があって、外から見て不透明に見える場合がある。こういったこ

とにも、ぜひ御留意をいただいて、対応のフローをぜひ考えていただきたいなと思ってい

ます。つまり、後見人への苦情というのを一くくりにして考えることが非常に難しいので、

一律に同じ流れで対応することが困難である。そのことを踏まえて、各機関の役割に応じ

たフローの整理というのをしていただきたいなと思っています。 

 もう一点は、ちょっと先走った発言になるかもしれませんけれども、この対応のフロー

一律ではなくて考えていくといっても、何となくテンプレートのようなものはしっかり考

えていく必要があるのかなと思っていて、こういったものを考えていく際に、それぞれの

機関、特に今日御発言の中で、やはり家庭裁判所を含む各機関が、それぞれの役割を基本

としながら連携していくということが重要なのかなと思いましたので、ちょっと気が早い

のですけれども、次回の専門職や家庭裁判所さんの議論も踏まえて、ぜひこういった対応

のフローというのをしっかり今年度中に、このワーキングの中で作成していきたいなと思

いました。 

 また、実際にこういったフローを作っても、それが地域で機能していかないと意味がな

いので、そういったものを実際に地域の中で、皆さんと一緒に動かしてくような機会、そ

ういったものを、ぜひ作っていただきたいなと思っています。 

 これは、倉敷の渡邊さんがおっしゃったように、できていること、できていないことと

いうのが、その中でも整理されていくのではないかなと思いますので、フローを作るだけ

ではなくて、次年度にぜひ、特定の地域とか、あるいはそういったものを実際に運用して、

そして、できていること、できていないことというのをあぶり出していくということが、

中間検証に向けて重要なのかなと思いました。 

 以上、私からは２点になります。よろしくお願いいたします。 

○上山主査 どうもありがとうございました。西川委員、お願いいたします。 

○西川委員 西川です。対応困難事案に関して、主には行政、中核機関の立場からの見方

というのを改めて御説明いただきました。大変参考になりました。特に各機関が単独では

解決困難な案件について、連携が重要である、必要であるということが、私もよく理解で

きました。 

 その際に、やはり各機関のそれぞれの特性といいますか、特徴、長所もあれば、あるい

は限界もあるということを把握することが重要なのだということを、今日改めて認識しま

した。 

 住田委員から、専門職団体の限界というような御指摘をいただきました。その辺りの点

について、少し先走った発言になるのかもしれませんけれども、専門職の立場から述べさ

せていただきます。例えば司法書士でいいますと、司法書士会に必ず所属しています。プ

ラスしてリーガルサポートという任意団体に所属しているということになります。それぞ

れの団体によって、できることが必ずしも同じではありません。御承知だと思いますけれ

ども、会社という組織に所属している従業員が仕事をするのと違って、司法書士の業務と



25 

 

いうのは、一般的に個人の判断と責任で司法書士の業務を行っています。一般に、司法書

士は、所属組織における指揮命令系統の中で後見業務を行っているわけではありませんの

で、会員の後見業務について、司法書士会は、品位を保持して業務を行いなさいというよ

うな一般的、抽象的な指導は別として、具体的にこうしなさい、ああしなさいということ

は、なかなか言えないという仕組みになっています。それに対して、リーガルサポートは、

リーガルサポートという団体から指導監督を受けることに同意した上で、会員はリーガル

サポートに加入している。そのため、完璧ではないのですけれども、指導監督がしやすい、

リーガルサポートは会員の後見業務について指導監督ができるという特徴があります。 

 完璧ではないというのは、後見業務を行う後見人には、幅広い裁量というものがありま

すので、裁量の範囲内であれば、改善を指導したりするということは難しい場合もあるの

ですが、例えば、今日も御指摘がありました、ケース会議に参加してもらえないとか、訪

問してくれないということは、リーガルサポートであれば、ある程度は働きかけができま

す。中核機関だけということではなくて、専門職団体でも、ある程度は働きかけができま

す。あと、今日の御指摘では、家庭裁判所の指示書の話も出ていました。指示書でどこま

でできるのか、なかなか難しいとは思うのですけれども、厳密な意味での拘束力がないも

のであったとしても、そういうものが出るということには意味があると思います。リーガ

ルサポートとしては会員を指導しやすくなりますから。それぞれの機関が、どこまででき

るのか、その限界を整理していくということが必要なのかなと思いました。以上です。 

○上山主査 どうもありがとうございます。次に、青木委員、お願いいたします。 

○青木委員 すみません何度も。先ほどの永田先生のお話もあって、様々なバリエーショ

ンに応じたフローということが、確かに考えていくことが非常に重要だと思っていますけ

れども、そういう中で、今日も対応が、中核機関だけではなかなか難しかったものという

御報告が、倉敷市さんからも、住田さんからも御報告があったと思います。 

 やはり、我々も実際に実務で実感をしている中で、何とか専門職団体とか、市町村等の

対応とか、ケース会議にかけて調整しようとはしますけれども、なかなかそれだけでは難

しいという、例外的ではありますけれども、そういう事案があります。特に後見人の方が、

御自分のスタイルを取らされて、なかなか連携が図れないみたいなところがあります。そ

れが、必ずしも解任事由にならなくても、本人にとっては極めて重要な点について、なか

なか解決にならないとなりますと、本人にとってみると、お金の管理とか以上に、本人の

生活そのものに直結するようなことについて、ここはままならないという状況があります。 

 こういうことにつきまして、やはり裁判所がしっかりと間に入っていただいて、後見人

さんも呼んでいただいて、場合によっては関係機関の意見や、御本人さんの意見もしっか

り聞く中で調整を図っていただく、あるいはその中で、ケース会議にどうしても出てくれ

ないという方については、まずはケース会議に出るとか、あるいは御本人さんの意見をし

っかり踏まえた上で判断をしてくださいということで、意思決定支援のことをより強く指

導いただく、そういったケースといいますか、そういう局面を作らないと、解決していか
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ないケースというのが幾つかあるのは、確実にあると思っています。 

 そこでジレンマを感じながらやっておりますけれども、そういった意味で、裁判所に解

任まで行かないところで、具体的にどう動いていただくかということで言いますと、第二

期計画の前の議論でも少し出させてもらいましたけれども、家事事件手続規則というもの

の中に、81条というのがありまして、そこでは、裁判所が財産管理面だけではなくて、療

養看護面も含め、あるいは、後見事務に必要な全般的なことについて、後見人にいつでも

指示ができるという、そういう規定がございます。 

 これに基づいて、直接的に裁判所が後見人に、こうしなさいという具体的な案を示すの

ではなくて、ケース会議に出てしっかりと議論してください、あるいは本人の意思をもう

一回しっかりと確認するような手続を踏んでくださいというようなことの具体的な対応に

ついての指示をするということについては、ここに予想していることだと思っていまして、

そういったことを１つかましていただくことによって、周りの、今日御発表になった中核

機関や市町村も動きやすくなって、一緒にきっかけづくりができていくということにもつ

ながっていきますし、裁判所による調査官の調査とか、いろいろなものを組み合わせなが

ら、情報がない中でどう動いていいか分からなかったというケースの発表も今日ありまし

たけれども、そういうものについて情報を共有して、一体何が一番本人にとっていいのか

ということを共有していけるきっかけづくりには、必ずなると思いますので、そういった

ことを、ぜひ、そういった困難事案について対応できるというのが、１つのフローとして

考えていただければなと思っているところですので、ぜひフローの検討の中では、そうい

ったことも考えていただければと思いまして、すみません、発言しました。 

○上山主査 ありがとうございます。裁判所からは、先ほど申し上げたように、次回のワ

ーキングでも相談内容についての御報告をいただく予定なのですが、今の点等について、

もし、現段階で何か最高裁のほうからコメントがありましたら、お伺いいたしますが、い

かがでしょうか。 

○向井第二課長 今日のお話を聞いていまして、まず、例えば後見人を解任してほしいと

か、後見人を交代してほしいというような話があっても、それは、そのことだけを捉えれ

ば、そういう相談や苦情がたくさんあると思うのですけれども、中を詳しく見ていくと、

専門職団体に話をすれば解決するパターン、中核機関に話をすれば解決するパターン、そ

れでも、なかなか解決できなくて、裁判所が関与しなければ解決できないパターン、いろ

いろなのだろうなと思いました。 

 フローを作るに当たっても、単にこういう場合はこうとかということではなくて、個別

具体的な事案を想定して考えなければいけないのだろうなということで、機械的にこうだ

とはいかないのが実際のところだろうなと思いました。 

 今日お話を伺っていると、裁判所に対しての期待は非常に大きいのだろうなとは感じた

ところです。 

 解任につながるか、つながらないかというものについても、お金を横領したとかという
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ことであれば、それが直ちに解任事由に結びつくというのは、想定しやすいのですけれど

も、それ以外のケースが一切解任とは関係ない話なのかというと、必ずしもそうではない

ように思いました。例えば、ケース会議に来ないという話を１つ取っても、来ない理由に

は多分いろいろあるのだと思います。中身がそれほど深刻ではないとか、比較的軽微な内

容であれば、後見人自身のその日の予定だとかも含めて、行かないということについては、

それほど問題ないことも場合によってはあるかもしれませんし、反対に、何かやましいこ

とがあるから来ないのだというようなこともあるとは思いますし、本人との連携が取れて

いないから、行かないということもあるのだと思います。 

 そこの個別具体的な事情によっては、特に、本人が、今、非常に困っている状態にあり、

ケース会議で、そのことについて後見人に相談したいのにもかかわらず後見人が来ない、

そういうようなケースというのは非常に問題であり、不適切な事務と言えることも十分あ

るのではないかと思いますので、ケース会議に来ないということを１つとっても、これが

解任事由に直ちには当たらないということでもないのだと思います。 

そういった場合は、裁判所に伝えていただく方がいいという場合も、もちろんあると思

います。あとは本人に会いに来てくれないということについても、１か月間会いに行かな

いだけでけしからぬとなるのは、専門職からしてみたら、たまったものではないというこ

とだと思うのですけれども、これもやはり個別具体的な事情によるのだと思います。今、

こういう事情があるので、ぜひ来てもらって、こういうことをしてほしい、特にこれが本

人にとってはすごく深刻なものなのであると、それにもかかわらず来ないとか、あとは、

来ない頻度としても、半年来ない、１年来ないとかとなると、もう相当問題だと思います。

その本人のお困りの事情次第では、来ないということ自体が、解任につながるというよう

な話にもなり得るとは思いますので、そういったものについては、やはり裁判所に言って

いただくのがいいのだろうと思います。やはり中核機関なり、市町村なりが、後見人の事

務について不適切、不適正なのだという御判断になった場合には、それを裁判所に言って

いただくというようなことは十分考えられるだろうと思っています。 

 その反面、不適切ではないかもしれないけれども、とりあえず困ったから何でもかんで

も裁判所にということで相談されても困るので、やはり、そこはどういったものを裁判所

で、どういったものを市町村で、どういったものを専門職団体でということについては、

連携していろいろと協議していかなければいけないのだろうなと感じたところです。 

 裁判所に来ている苦情等については、追って報告をさせていただく機会がありますので、

また、そのときに少しお話をさせていただければと思います。今日のところは、以上です。 

○上山主査 どうもありがとうございました。おっしゃるように、裁判所に対する期待と

いうのは、非常に大きいところがありますので、現行法上の家庭裁判所の監督権限の整理

なども丁寧に踏まえつつ、連携によって、どういう形で対応できるかということを、次回

も含めて、さらに深めていきたいと思っていますので、引き続き御協力をお願いいたしま

す。 
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 もう少し時間が取れますので、御発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。花俣委

員、お願いいたします。 

○花俣委員 すみません、念押しみたいで申し訳ないのですけれども、我々当事者団体と

しても、やはりあまりよろしくないと、歓迎されないというか、不適切な後見人さんが選

任されていて、できるだけ交代ができるようなといったことを考えたときに、もちろんフ

ローチャートも当然必要なのですけれども、それだけでは、何とかならない場合も多々あ

ると思っていますので、ここは、ぜひとも実行可能、あるいは実行可能な対応、手段とい

うことで、家庭裁判所等々にも、ぜひぜひ前向きな検討をしていただきたいということを

強くお願いしたいと思います。以上です。 

○上山主査 ありがとうございます。住田委員、お願いいたします。 

○住田委員 私の報告の中にも入れさせていただきましたが、後見人と連絡が取れないと

いうのが、本当に支援者側からすると困っています。何度メールしても、ファクスしても、

電話しても反応がない。後見人がこういう方法で連絡してといった方法を取っているにも

かかわらず、全く連絡が取れない。そのため、支援者が中核機関に、後見人と全然連絡が

取れなくて、本人の状況が変わっていて、入院も含めて環境整備が必要だから一緒に考え

てほしいのに、連絡が取れず困るというような御相談が入ります。 

それに対して専門職団体に連絡をしても、なかなか強い指導ということができず、同じ

後見人が同じ苦情を、被後見人の方が変わっても入るので、そういう場合に、やはり裁判

所のほうから、きちんとケース会議に出るようにとか、連絡があったら折り返し連絡する

ように、というようなことを指示書のような形で、何か定型文みたいなもので、１枚出し

ていただくことも御検討いただけたらと、現場としては強く思います。 

○上山主査 承知いたしました。ありがとうございます。 

 それでは、今の点、まず、最高裁のほうから、少しコメントをいただいた上で、櫻田委

員、水島委員と、御発言をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○向井第二課長 指示書の話が何回か出てくるのですけれども、ちょっと確認なのですが、

これは、口頭で後見人にお伝えするということでは駄目で、指示書でなくては駄目だとい

うところについてはどうしてなのかというところが、少しお聞きしたいなと思っています。

今みたいな御相談を受けたときに、実際に口頭で後見人にお伝えして、それで分かりまし

たということで、対応してもらっているケースもあるはずですので、指示書でないといけ

ないというところについて、もう少し詳しく説明していただけますでしょうか。 

○上山主査 分かりました。青木委員、もし、コメントがありましたら、お願いできます

でしょうか。 

○青木委員 ありがとうございます。先ほどの御紹介の手続も含めて、必ずしも書面でと

いうことにはなっていませんし、向井課長がおっしゃるとおり、口頭での指示も含めて柔

軟に対応していくのが、事案に即して結構だとは思っていますけれども、我々が頭に思い

浮かぶケースというのは、例外的なケースではあるのですけれども、そういった裁判所書
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記官や裁判官からの口頭でのお願いでは、指示でも結構なのですが、それでは、なかなか

動きを取っていただけないというケースを、多分、私も住田さんも念頭に置いていまして、

こういったことについても対応しないのであれば、次の段階に行くのではないでしょうか、

辞任あるいは解任ということになるのではないでしょうかということも含めて、裁判所と

しては考えているのですよと、こういうメッセージとして、場合によっては指示書という

文書が必要なものも出てくるだろうと、そういうことを念頭に置いて申し上げています。  

○上山主査 最高裁、よろしいでしょうか。 

○向井第二課長 承知しました。ケース・バイ・ケースかと思いますが、口頭でお伝えし

たのでは、なかなかこちらの意をくんでくれないという場合に、それが指示書という言い

方かどうかは置いておいて、書面でそういったお話をするということも、ケースによって

は考えられるかもしれませんし、また、次の段階にというようなものについても、書面で

やらないと次の段階に進めないのかというようなことでもないかと思います。 

口頭で、こういうことをお願いしますという話をしたときに、そのお願いに応えてもら

えないということが、本当に本人にとって深刻な事態につながるということであれば、指

示書の有無にかかわらず解任の話に進むことも、もちろんあるのだと思いますので、そこ

はケースによってということだとは思いますが、いろいろなやり方があるのだろうと思い

ますけれども、今日のお話も伺いつつ、また考えていきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○上山主査 ありがとうございます。なかなか一般の人には、家庭裁判所の監督の具体的

な仕組みというのもイメージしづらいところもあると思いますので、その辺りも整理しな

がら、これから議論を進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、櫻田委員、水島委員の順で御発言をお願いいたします。 

○櫻田委員 ありがとうございます。櫻田でございます。今日御報告をいただいた中で、

感想じみた意見になるかと思うのですが、発言をさせていただきます。 

 今日、お三方が御報告いただいた中で、これから利用する立場になる当事者としても、

何かあったときに相談できる場所があるというのは、すごく心強いなとは思った一方で、

なかなかやはり、私がいる地域でもそうなのですけれども、やはりこういうことがあまり

知られていなかったりですとか、なかなか機能していないというところが、現状としては

ありますので、やはりこういう動きを実際に機能できるような仕組みを、テンプレートに

は、最初はなるかと思うのですけれども、テンプレートづくりを最初にしていただいた上

で、その地域性に合わせたカスタマイズをしていく必要があるかと思いますので、そのよ

うな何かテンプレートみたいなことを、やはり今後検討して作っていく必要があるのかな

と思いました。 

 私たち、この後見を利用する立場としましても、自分自身の言っていることとか意思を、

やはり聞いてくれなかったりとか、なかなか後見人さんが会ってくれないというと、すご

く不安な部分もありますので、その不安を一緒に聞いていただいて、一緒に解決してくだ
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さるような場所があるというのを、もっと表に出して伝えていただいてもいいと思います

し、実際この後見を使うときに、こういう場所がありますよと聞いても、なかなかぴんと

こないので、もう少し分かりやすい言葉で、あなたのことをちゃんと考えてくれて、相談

にきちんと乗ってくれる場所があるのだよ、マッチングもちゃんとしてくれるのだよとい

うのを、もっともっと表に出して、宣伝というわけではないのですけれども、伝えていた

だけるとありがたいかなと思いました。以上になります。 

○上山主査 どうもありがとうございます。それでは、水島委員、お願いいたします。 

○水島委員 ありがとうございます。 

 総括的な部分も含めて発言させていただきますが、今回の皆様のお話を聞いた上で思う

こととしては、やはりどのケースにおいても、つまり、成年後見の分野だけではなく虐待

対応の分野等も含めて、総合的な苦情の相談窓口がおそらく必要になってくるのではない

かということです。 

 そして、総合的な権利擁護支援を図っていくためには、苦情への対応についても、独立

かつ中立的な立場での第三者による事実確認あるいは検証評価の仕組みを作っていくとい

うことを併せて検討する必要があるのでないかというのが発言の趣旨です。 

 以下理由を述べていきたいと考えております。 

 まず、成年後見に関する苦情という切り口で議論が進んでおりましたけれども、寄せら

れた苦情を後見人、後見制度のみの苦情と捉えてしまうと、総合的な権利擁護支援を図る

上では十分ではないのではないかと考えます。 

 例えば、和木町の事例で、息子による本人への経済的な虐待という話題がありましたけ

れども、これも可能性としては、後見人がお金を勝手に使っているとか、あるいは本人を

これまで一生懸命世話していたのに後見人が本人に会わせてくれないとか、後見人に対す

る苦情の形で、本来は虐待対応の問題になるのだけれども、息子から苦情が寄せられる可

能性もあると思われます。 

 また、倉敷市の事例で、友人による本人の金銭搾取という話題がありましたけれども、

例えば、友人が本人を介して後見人に対しお金を要求し、察知した後見人がお金を渡さな

いと、「本人が自由にお金を使えていないではないか」といった形で苦情が出てくる可能

性もあります。これも本来は、虐待対応の観点から考える必要があります。 

 今述べたような苦情に対しては、一見するともっともらしい理由が述べられるけれども、

本人の権利擁護支援を図るという観点よりも、周りの都合あるいは利害関係者の都合から

述べられる場合もあって、このような苦情が「本人の苦情」という形で、本人を隠れみの

にして出てくることもあるのではないかと思います。 

 これらの事例のように、市町村が虐待対応で介入する際に首長申立がなされ、後見人は、

本人の権利擁護の楯となることが期待され、虐待が疑われる養護者等との対立の中に入っ

ていくようなケースもあるわけですね。後見人としてもチームの一員として動いているの

で、養護者等に対する回答も慎重にならざるを得ない。そうした背景事情から、皆さんの
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御意見にもありましたけれども、後見人がチームの一員として本人の権利擁護を図ってい

るのに、後見人がひどい、という苦情としてのみ受け取られてしまうのは、一面的に過ぎ

るのではないか。だからこそ、多面的な角度から総合的に検討できる窓口が必要なのでは

ないかと考えた次第です。 

 ２点目ですが、苦情の解決に向かうためには、それぞれの言い分を整理し、事実関係を

丁寧かつ適切に調査したうえで、解決策を提示する必要があると存じます。 

 しかし、事実関係を調査・検証したり、権利擁護支援の観点から総合的に評価し対応し

たりする一貫した窓口というのは、実際にはなかなか存在しないというのが現状ではない

かと感じます。苦情は、本人、家族、福祉の支援者、後見人あるいは様々な立場の方から

なされており、その内容も様々です。先ほど申し上げた例のように、周囲や利害関係者の

都合でなされることもあれば、本人の権利擁護支援、特に意思決定支援の観点から考慮す

べき重要な指摘が含まれた苦情もあると思われます。さらに言えば、個々の問題として解

決すべき苦情もあれば、地域全体の課題として捉えるべき苦情もあるだろうと想像します。 

 この点、尾張東部の例では、後見人支援の観点から事実確認、対応方法について検討す

る仕組みが作られているということでした。素晴らしい取り組みかと存じますが、このよ

うな対応ができている中核機関はごく一部かと思われますし、さらに中核機関において候

補者の調整をしていない事案や名簿に登録していない法律専門職の事案については対応が

困難であり、家庭裁判所に一任せざるを得ないといった限界もあるとのお話もいただきま

した。また、西川委員からも、専門職団体でも調査の限界があるとのお話もございました。 

 もちろん家庭裁判所に期待するところは大いにあるのですけれども、他方で、現状とし

ては、財産管理の事務を中心とした監督にとどまっているかと思われますし、総合的な権

利擁護支援の観点を踏まえた解決というよりは、先ほど最高裁からも言及があったとおり、

いろいろな背景事情は分かるのだけれども、総じて、後見人を解任すべきかどうか、すな

わち後見人等に広く認められた裁量権を逸脱・濫用する行為があったかどうかといった点

が評価の中心となってしまうところがあります。このような観点も考慮しますと、やはり

中核機関だけではない、専門職団体だけではない、家庭裁判所だけでもない、虐待対応を

含めた権利回復支援及び意思決定支援を踏まえた権利行使支援、すなわち総合的な権利擁

護支援の観点から各種苦情に対応するためにも、特に都道府県において、成年後見の問題

だけではなく、虐待対応に関連した苦情も受け付けられる総合的な苦情相談窓口が必要な

のではないかと考えております。以上です。 

○上山主査 ありがとうございました。 

 それでは、もう一つ意見交換のテーマがありますので、そろそろそちらに移りたいと思

います。 

今後の検討スケジュール等について御意見があれば、同様に、Zoomの手を挙げる機能で

挙手をお願いいたします。 

こちらは、15分程度を想定していますので、御発言は簡潔にお願いできればと思います。
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いかがでしょうか。永田委員、お願いいたします。 

○永田委員 すみません、ちょっとしつこいようなのですけれども、先ほども申し上げた

のですが、ちょっと改めて、先ほどちょっと先走って申し上げてしまったのですけれども、

ぜひ今年度中までに、先ほど来出ているような対応のフローの作成ということを、ぜひ検

討していただきたいなと思っています。 

 今年度いろいろ議論していく中で、そういった対応のフローが出て、先生方の御意見に

もあったように、それというのが実際に、多分いろいろなカスタマイズが必要になってく

るのではないかなと思うのですね。先ほど櫻田委員もおっしゃっていましたけれども、そ

れを地域の中で実際にカスタマイズしていくための試行期間のようなものとか、モデル的

な実施みたいなことが必要になってきますので、ぜひ今年度中に、そういったことをしっ

かりとフローを作って、それで次年度には、それを特定の地域で実際にモデル的に実施し

てみて、それで検証していくようなことができると、中間検証までに様々な課題を検討し

ていくことができるのではないかなと思っていますので、そういったスケジュール感で、

ぜひ進めていただきたいなと思っています。 

 以上、意見になります。よろしくお願いいたします。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 今の永田委員の御意見に対する御意見でも構いませんし、それ以外でも結構です。スケ

ジュールについて、何か御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。 

 新井委員、お願いいたします。 

○新井委員 新井です。検討スケジュールが載っておりますけれども、この中で、一度海

外の事情などについても報告があったら、非常に参考になるのではないかと思います。具

体的に言うと、オーストリアにクリアリングシステムというのがあって、これが成年後見

に結びつくかどうかというのを、事前に判定するというシステムが機能していて、結構、

これは有効に機能しているのだという意見もあります。 

したがって、日本でそれをどうするかは別にして、もし機会があれば、例えば、第４回

ワーキング・グループ辺りで、これに詳しい方に説明していただいて、少し参考にすると

いうのもいいことかなと思っておりますので、その辺りは、事務局と座長にお任せします

ので、考えていただければありがたいです。以上です。 

○上山主査 ありがとうございます。 

 第４回に海外の事案を入れることが適切かどうかを含めて、ちょっと事務局のほうと相

談をいたしまして、必要に応じて対応をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

 久保委員は御都合で、すぐの御対応は難しいかもしれませんが、もし、久保委員のほう

からも御意見があれば、事務局のほうにお伝えいただきまして、事務局を通じて、私のほ

うに御意見を伺う形としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今回は、連携の内容の前半部分というか、今日の御発言の中でも多々出てきましたけれ
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ども、関係機関として次回、裁判所、それから専門職団体のほうに話を伺うことになりま

すので、それを踏まえて、次回さらに詳しい討議ができるかと思います。今日、十分に御

発言がいただけなかった部分についても、次回も関係することを議論いたしますので、ま

た、その折に、御発言をいただければと思います。 

 それでは、特に皆さんから御意見がなければ、最後に私のほうで幾つか簡単にコメント

をさせていただく形で、今日の会議を締めたいと思います。 

 まずは、今日は、珍しくというか、時間の進行が非常にスムーズに、皆さんの御協力で

行きまして、割と全員の方に思ったことを御発言いただけたのではないかと思っています。 

 基本的な議論の方向性というのは、これまでのワーキングあるいは専門家会議での議論

の積み上げもありましたので、粗々、委員の間に大きな方向性というのは、何となく共有

できつつあるのかなと感じています。 

 まず、今日の点で申し上げますと、苦情と一言で言っても、その苦情については様々な

質であったり、水準があるのだということを改めて確認しておく必要があるだろうと思い

ます。 

 その上で、それぞれの苦情の質などに応じた対応のフローというのを、これから確立し

ていく必要性があるだろうと考えます。 

 ただ、一方で、そのフローというものが、あまりにも固定的になってしまうと、これは

当然、それはそれで逆効果ということになりますので、このフローの確立に当たっては、

きちんと柔軟な仕組みというのを念頭に置いて進めていく必要があるだろうということを

改めて感じました。 

 その上で、今日、まさに裁判所とのやり取りが、かなり多かったわけですけれども、現

在、一般的に苦情と言われているもので、直接現行法で受け止める仕組みとしては、家庭

裁判所の監督権限、特に解任の権限による対応というものが、すぐ想起されるわけです。

しかし、今日様々御発言をいただきましたように、必ずしも家庭裁判所の解任の問題に直

結するような苦情だけではないということも、改めて確認できたかと思います。 

 その一方で、では、解任につながらないような、ある意味では小さな不満であったり、

不信であったりというものを、そのまま放置してよいのかというと、むしろその段階でき

ちんと丁寧に、特に御本人の御意向を確認しながら対応していくということが重要なのだ

ということも、基本的に委員の共通理解なのではないかと思いました。 

 この点については、現行法の制度として、明確な受け止めの仕組みがあるわけではあり

ませんので、ここを、先ほど申し上げた柔軟なフローの確立などを通じて、丁寧にこれか

ら議論を進めていきたいと思っています。 

 それから、今日の御発言の中にもありましたけれども、最初の後見人を選任する段階で、

御本人の意向がうまく後見人サイドに伝わらずに、いわば、最初の段階でボタンをかけ違

ってしまったために、だんだん深刻な事態になってしまったり、ひいては御親族も巻き込

んで問題が複雑化すると、こういうケースも実際にかなりあるのだろうと受け止めました。 
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 そういう意味では、これも途中で御指摘がありましたけれども、御本人に対する意思決

定支援というのは後見人がやるというだけではなくて、むしろ判断能力の不十分な方の地

域生活を支える上で、あらゆる人が意思決定支援という理念を共有しながら、権利擁護に

臨むというのが基本計画の考え方でもありますので、そういう意味では、成年後見の申立

てという、成年後見という制度としては、その最初の入り口の部分から、きちんと御本人

の御意向を確認しつつ、より適任の選任をしていくという仕組みを全体で整えていくとい

うことが重要なのだろうと思います。 

 もちろん、最終的な選任権限は、現行法上では家庭裁判所の専権事項ということになっ

てはいますけれども、既に第一期計画の段階から、一定の事案については、中核機関が丁

寧なマッチング機能を担うことによって、そうしたボタンのかけ違いというのをできる限

り排除していくということが、もともと想定されていたということがあります。 

 ただ一方で、残念ながら、全国の中核機関がマッチング機能を十全に現状果たせている

かというと、そういうことではなかろうと思いますので、その点も含めて、やはり対応が

必要になってくるのだろうと思います。 

 冒頭の話に戻りますけれども、苦情の質や水準が様々である以上、その苦情に対応する

機関というのも、裁判所のみならず、あるいは中核機関のみならず、様々な関係機関とい

うのが、その役割に応じて連携を取りながら対応していかなければ、御本人に対する丁寧

な応接というのは難しいかと思いますので、やはり最終的には、最大のテーマというのは、

関係機関の役割に応じた適切な連携の確立、それによる地域権利擁護の促進ということか

と、今のところは受け止めています。 

 こうしたことを、次回以降のワーキングでも念頭に置きつつ、皆さんと議論を進めてい

きたいと思っていますので、どうぞよろしくお付き合いをいただければと思います。 

 本日は、進行に御協力をいただきまして、どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事はここまでといたしまして、最後に事務局から連絡事項をお願い

いたします。 

○松﨑成年後見制度利用促進室長 事務局です。次回第２回地域連携ネットワークワーキ

ング・グループは、10月31日午前10時からの開催を予定しております。 

 また、本日の議事録につきましては、速記が起きてきた後に、委員の皆様にそれぞれ御

確認いただきまして、ホームページに掲載いたします。よろしくお願いします。 

○上山主査 それでは、本日は以上とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 


